
熊本県内の酪農家のみなさまへ
熊本県から「令和５年度熊本酪農飼料自給力向上緊急対策事業」についてお知らせ

対 象

○ 熊本県内で酪農を営む者であること。
○ 生産コスト削減や飼料自給率向上の取組を令和６年度まで行う者であること。

○ 熊本県では、輸入粗飼料価格高騰の影響を緩和するため、国が実施する「国産粗飼料利用
拡大緊急酪農対策事業」と協調して、輸入粗飼料等の生産資源高騰によるコスト上昇分の
一部を助成します。

令和５年度熊本酪農飼料自給力向上緊急対策事業

【補助金単価】 ４，０００円／頭（上限）

交付対象頭数

○ 交付対象頭数は、国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業と同一牛（経産牛（乳用種））の
飼養頭数のうち、牛トレサデータに登録されたR4.11.1時点の頭数とします。
※R4.11.1以降に就農した新規就農者においては、原則として搾乳を開始した日時点の飼養
頭数とします。

申請と支払いの流れ

○ 事業への参加を希望される方は、所属する農業団体等に生産コスト削減や飼料自給率向上
に向けた取組計画を提出して申請いただきます。

○ 熊本県は、提出された取組計画を確認後、所属されている農業団体等を経由して補助金を
支払います。

【お問い合わせ先】
熊本県農林水産部生産経営局畜産課
草地飼料班
TEL 096-333-2399 FAX 096-381-7611

○ 熊本県酪農業協同組合連合会及び阿蘇農業協同組合は、各農業団体等から提出された取組
計画等を取りまとめ、熊本県に対し補助金の交付申請を行います。


